
【
１
面
か
ら
】

教
職
員
が
リ
レ
ー

ト
ー
ク
を
行
い
、
①
軍
事
予
算
の
増

額
よ
り
も
教
育
予
算
を
確
保
し
、
少

人
数
学
級
の
推
進
や
教
職
員
の
増
員
、

残
業
代
支
給
、
特
別
支
援
教
育
の
充

実
を
求
め
る
。
②
定
額
働
か
せ
放
題

の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
給
特
法
を
改

正
し
、
実
際
に
働
い
た
時
間
外
に
は

長
時
間
労
働
の
歯
止
め
と
な
る
残
業

代
支
給
の
し
く
み
の
整
備
が
必
要
。

③
教
職
員
不
足
に
よ
り
産
休
に
入
る

職
員
の
代
替
者
が
確
保
さ
れ
ず
、
周

り
の
職
員
に
負
担
が
増
え
て
い
る
。

④
中
央
審
議
会
や
教
育
委
員
会
等
が

設
け
る
審
議
会
に
、
教
職
員
組
合
の

代
表
の
参
加
を
求
め
る
。
な
ど
学
校

を
め
ぐ
る
厳
し
い
現
状
と
改
善
の
要

求
を
道
ゆ
く
人
に
訴
え
ま
し
た
。

宣
伝
行
動
参
加
者
は
、
全
教
と
全

労
連
作
成
の
春
闘
ビ
ラ
二
種
類
を
折

り
込
ん
だ
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
約

９
０
０
個
を
駅
周
辺
で
配
り
ま
し
た
。

寒
さ
厳
し
い
中
で
も
多
く
の
通
行
人

が
訴
え
に
耳
を
傾
け
つ
つ
、
ポ
ケ
ッ

ト
の
中
か
ら
手
を
出
し
て
受
け
と
っ

て
い
た
だ
き
、
１
時
間
ほ
ど
で
な
く

な
り
ま
し
た
。

こ
の
日
は
、
全
国
の
教
職
員
や
労

働
組
合
が
一
斉
定
時
ア
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
デ
モ
等
の
取
り
組
み

と
し
て
三
つ
の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
を
発

信
し
ま
し
た
。

♯
先
生
ふ
や
そ
う

♯
こ
の
ま
ま
で
は
学
校
が
も
た
な
い

♯
０
１
１
５
定
時
ア
ク
シ
ョ
ン

新
婦
人
小
豆
支
部
で
は
毎
年
の
成

人
式
会
場
で
の
署
名
行
動
を
し
ま
し

た
。
今
年
も
、
小
豆
島
町
の
「
は
た

ち
の
つ
ど
い
」
会
場
の
サ
ン
・
オ
リ
ー

ブ
で
１
月
12
日
に
「
日
本
政
府
に
核

兵
器
禁
止
条
約
の
署
名
・
批
准
を
求

め
る
」
署
名
を
集
め
、
４
名
が
参
加

し
ま
し
た
。
被
団
協
が
ノ
ー
ベ
ル
平

和
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
も
紹
介
し
な

が
ら
、
新
成
人
だ
け
で
な
く
先
生
や

保
護
者
に
も
声
を
か
け
、
約
４
０
分

間
の
行
動
で
６
０
筆
の
署
名
が
集
ま

り
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
に
な
く

反
応
が
良
く
、

多
く
の
人
が
署

名
を
し
て
く
れ

た
【
３
面
に
】
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３）被爆者の証言活動で忘れら
れない人たち

前回紹介したオーストリアのアレクサ

ンダー・クメントさんは、「2014年に広

島と長崎を訪れたとき、被爆者の方々が

原爆投下の当時に自分がいた場所に私を

連れて行ってくれました。幼い頃に被爆

した彼らが高齢者になった今でも震えな

がら話す姿、もしくはこの経験をほとん

ど話すことができない姿を見て、気持ち

が大きく

揺さぶら

れました」

とも語っ

ています。この言葉を聞いて私が思い出

すのはやはり、谷口稜曄（すみてる）さ

んと山口仙二さんです。

長崎で被爆し、背中一面に重度の火傷

を負った谷口さんが、うつぶせのまま身

動き一つ出来ずに治療を受ける自分の姿

が映像に残されていることを知ったのは、

実に40歳を過ぎてのことだったそうです。

その谷口さんが、「私の背中は見世物で

はない、誰がこれをやったのか知ってほ

しい」と、背中一面の火傷に呻く被爆直

後の自らの写真を掲げながら原爆の残酷

さを訴える様子は鮮烈でした。

山口仙二さんも14歳の時、長崎で被爆

された方です。忘れられないのは、昭和

57年（1982年）、ニューヨークで開かれ

た国連軍縮特別総会での山口さんの演説

です。幾度となく、「ノーモア・ヒロシ

マ、ノーモア・ナガサキ、ノーモア・ヒ

バクシャ」と身振り手振りを交えて壇上

で声を張り上げる山口さんの演説は、世

界中の人々の心を動かしました。

もちろん証言活動を続けてこられたの

はこのお二人だけはありません。ここ香

川でも、

昨年、Ｒ

ＮＣやＮ

ＨＫで紹

介された三木町のＡ・Ｎさん、そして高

松在住のＹ・Ｎさんなど90歳を超えた被

爆者の方々が語り部として体験を語り継

いでこられました。こうした方々の語る

核戦争の具体的な姿こそが、核兵器をめ

ぐる問題を安全保障上の交渉事から「非

人道性に光をあてた議論」、いわば生き

た人間の血が通った議論へと発展させた

ことは間違いないと思い

ます。そして今、二世で

ある私達がそれらをどう

引き継いで行くか、頭を

悩ませているところです。

｢日本被団協｣がノーベル平和賞を受賞
香川の一会員として今思うこと③ 藤井 明

【
２
面
か
ら
】
背
景
に
は
、
や

は
り
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
報
道

が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
感

じ
ま
し
た
。
さ
ら
に
署
名
を
広

げ
、
「
核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の

参
加
す
る
日
本
政
府
に
す
る
こ

と｣

と
、｢

一
日
も
早
い
核
廃
絶｣

を
目
指
し
て
が
ん
ば
り
ま
す
。

日
本
共
産
党
西
讃
地
区
委
員

会
は
12
月
15
日
、
丸
亀
市
で
候

補
者
や
支
援
者
ら
を
対
象
に
、

「
初
心
者
で
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
自
分

の
ペ
ー
ス
で
日
常
的
・
効
果
的

に
活
用
す
る
」
た
め
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ

学
習
会
を
開
き
ま
し
た
。

講
師
は
県
党
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
対
策

委
員
会
の
落
合
絢
（
ひ
ろ
）
さ

ん
。
党
中
央
宣
伝
局
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ

と
選
挙
に
関
す

る
資
料
な
ど
か

ら
作
成
し
た
19

ペ
ー
ジ
の
資
料
も
使
い
、
「
今

ま
で
繋
が
り
の
な
か
っ
た
若
年

層
や
無
党
派
層
な
ど
、
ど
う
い

う
人
に
働
き
か
け
る
か
を
考
え

て
各
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
い
分
け
る
こ

と
が
重
要
で
す
」

と
強
調
し
ま
し
た
。

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
は

じ
め
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ

ｕ
ｂ
ｅ
、
Ｘ
（
エ
ッ

ク
ス
、
旧
Ｔ
ｗ
ｉ

ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
）
、
イ

ン
ス
タ
グ
ラ
ム

（
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｇ

ｒ
ａ
ｍ
）
な
ど
の

特
徴
や
簡
単
な
使

い
方
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の

発
信
の
実
践
事
例

（
党
の
候
補
者
や

議
員
の
投
稿
や
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル
）
な
ど
を
紹
介
し
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
新
た
に
始
め
る
参
加

者
を
援
助
し
ま
し
た
。

参
加
し
た
議
員
は
「
若
者
と

つ
な
が
り
た
い
。
今
日
か
ら
Ｘ

を
始
め
ま
す
」
と
決
意
を
の
べ

ま
し
た
。

今
後
も
東
部
地
区
や
西
讃
地

区
で
学
習
会
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

【
日
本
共
産
党
４
中
総
・

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
」
に
強
い
党
の
発

展
形
の
補
足
】

日
本
共
産
党
第
４
回
中
央
員

会
総
会
（
以
下
４
中
総
）
で
は
、

「
要
求
対
話
・
要
求
ア
ン
ケ
ー

ト
」
が
強
調
さ
れ
た
「
選
挙
勝

利
の
活
動
と
党
づ
く
り
の
活
動
」

と
「
毎
月
の

党
勢
拡
大
の

前
進
と
党
の

総
力
を
あ
げ

て
の
世
代
的

継

承

」

の

「
二
つ
の
一

体
的
追
求
」

の
ほ
か
、
党

大
会
決
定
の

「
三
つ
の
突

破
点
」
（
①

「
声
の
宣
伝
」

②
「
訪
問
対

話
」
③
「
Ｓ

Ｎ
Ｓ
に
強
い
党
」
）
の
発
展
形

が
新
し
く
記
述
さ
れ
ま
し
た
。

③
の
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
強
い
党
」

に
関
し
て
、
党
大
会
決
定
か
ら

発
展
し
「
系
統
的
・
日
常
的
な

Ｓ
Ｎ
Ｓ
発
信
・
拡
散
」
と
「
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
活
用
し
た
組
織
戦
」

の
抜
本
的
強
化
が
呼
び
か
け
ら

れ
ま
し
た
。
（
詳
し
く
は
４
中

総
を
ご
覧
下
さ
い
）

【
４
面
へ
】
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昨
年
十
二
月
三
日
夜
韓

国
の
尹
錫
悦
（
ユ
ン
ソ
ン

ニ
ョ
ル
）
大
統
領
が
突
如

「
非
常
戒
厳
」
を
宣
言
し
、

戒
厳
司
令
部
は
「
政
党
の

活
動
、
政
治
的
結
社
、
集

会
、
デ
モ
な
ど
一
切
の
政

治
活
動
の
禁
止
」
「
す
べ

て
の
報
道
と
出
版
は
戒
厳

司
令
部
の
統
制
を
受
け
る
」

な
ど
の
布
告
を
発
し
ま
し

た
。
大
統
領
は
、
国
会
で

過
半
数
を
握
り
、
政
権
の

方
針
と
対
立
す
る
法
案
提

出
や
採
決
の
強
行
な
ど
を

繰
り
返
す
野
党
を
「
内
乱

を
画
策
す
る
明
白
な
反
国

家
行
為
だ
」
と
批
判
し
、

「
自
由
憲
政
秩
序
を
守
る

た
め
」
非
常
戒
厳
を
宣

（
せ
ん
）
し
た
と
し
ま
し

た
。
戦
争
や
内
乱
、
大
災

害
な
ど
の
「
非
常
時
」
に

際
し
、
憲
法
や
法
律
の
一

部
を
停
止
し
政
府
・
軍
に

立
法
権
や
司
法
権
を
含
む

強
大
な
権
限
を
与
え
る
こ

の
よ
う
な
宣
言
を
「
戒
厳

令
」
と
呼
び
、
戦
前
の
日

本
で
は
明
治
憲
法
に
規
定

さ
れ
、
関
東
大
震
災
や
二
・

二
六
事
件
な
ど
の
際
に
発

令
さ
れ
ま
し
た
。
戒
厳
令

下
で
は
集
会
・
結
社
、
言

論
・
出
版
な
ど
国
民
の
権

利
が
制
限
・
停
止
さ
れ
、

軍
や
警
察
は
令
状
な
し
に

国
民
を
逮
捕
・
拘
留
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
発
令
の
根
拠
と
な
る
の

が
、
他
国
の
憲
法
に
見
ら

れ
る
「
緊
急
事
態
条
項
」

で
す
。

韓
国
の
憲
法
は
軍
事
政

権
下
で
光
州
事
件
（
一
九

八
○
）
な
ど
を
起
こ
し
た

強
権
的
・
独
裁
的
な
内
容

の
も
の
か
ら
、
一
九
八
七

年
の
民
主

化
デ
モ
の

成
功
に
よ

り
現
在
の

憲
法
に
改

正
さ
れ
ま
し
た
が
、
緊
急

事
態
条
項
や
戒
厳
規
定
は

民
主
化
後
も
残
存
し
ま
し

た
。
そ
の
内
容
は
第
76
条

で
「
国
家
の
安
全
保
障
又

は
公
共
の
安
寧
秩
序
を
維

持
す
る
た
め
緊
急
の
措
置

が
必
要
で
あ
り
国
会
の
集

会
を
待
つ
余
裕
が
な
い
と

き
」
に
大
統
領
に
「
必
要

な
財
政
・
経
済
上
の
処
分
」

を
行
い
「
法
律
の
効
力
を

有
す
る
命
令
」
を
発
す
る

権
限
を
与
え
、
第
77
条
で

大
統
領
は
「
戦
時
・
事
変

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
国
家

非
常
事
態
に
お
い
て
軍
事

上
の
必
要
に
応
じ
、
又
は

公
共
の
安
寧
秩
序
を
維
持

す
る
必
要
が
あ

る

と

き

」

に

｢

戒
厳
を
宣
布｣

す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
も

の
で
、｢

非
常
戒
厳｣

で
は

「
令
状
制
度
、
言
論
・
出

版
・
集
会
・
結
社
の
自
由
、

政
府
や
裁
判
所
の
権
限
に

関
し
特
別
な
措
置
」
が
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
同
条
に
は
「
国

会
が
過
半
数
の
賛
成
で
戒

厳
の
解
除
を
要
求
し
た
と

き
に
は
大
統
領
は
こ
れ
を

解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
あ
り
、
今
回
は
こ

れ
に
基
づ
く
国
会
の
迅
速

な
行
動
と
、
そ
れ
を
支
援

し
た
市
民
の
力
に
よ
っ
て

｢

非
常
戒
厳｣

は
六
時
間
で

撤
回
さ
れ
ま
し
た
。

「
非
常
戒
厳
」
は
韓
国

で
は
一
九
八
○
年
以
来
の

発
令
で
、
現
行
憲
法
と
な
っ

て
以
降
初
め
て
の
こ
と
で

す
。
現
代
の
民
主
国
家
に

お
い
て
耳
を
疑
う
よ
う
な

出
来
事
で
し
た
が
、
果
た

し
て
こ
れ
は
日
本
で

は
起
こ
り
え
な
い

「
対
岸
の
火
事
」
と

言
っ
て
い
い
も
の
で

し
ょ
う
か
？

｢

戒
厳
令｣

と
緊
急
事
態
条
項
①

９
条
の
会･

か
が
わ

事
務
局

西
讃
地
区
委
員
会
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
学
習
会


